
令和３年度第１回電気専門部会（議事要旨） 

 

１ 日 時  令和３年９月１６日（木） 14時01分～14時47分 

 

２ 場 所  山口地方合同庁舎１号館５階会議室 

 

３ 出席者  公益代表委員   ３名 

       労働者代表委員  ３名 

       使用者代表委員  ３名 

 

４ 議 題  

（１）部会長、部会長代理及び議長の選任について 

（２）特定最低賃金について 

（３）金額審議について 

（４）その他 

 

５ 議事要旨 

（１）電気専門部会（注）の部会長に通山委員、部会長代理に赤穴委員が選出さ

れた。 

（２）事務局から、特定最低賃金制度の概要について説明を行った。 

（３）労働者側からは、 

・情報サービスとインターネット関連の雇用者数が、前年度から約９万人増

加しており、社会のデジタル化に対する期待が高まっている。 

・電機産業の継続的な発展を支える優秀な人材を確保する観点から、特定最

低賃金の金額改定の取組は必要である。 

・今年度の山口県最低賃金は、28円引上げの857円となったが、特定最低賃

金はその優位性を維持するためにも、同水準の引上げが必要である。 

・現行の893円は、山口県内の他の特定最低賃金と比較すると、同じ金属産

業の鉄鋼967円、輸送937円と大きな開きがある。 

との主張がされた。 

（４）使用者側からは、 



・業界の全国的な動向ということで、日経新聞や帝国データバンクの情報な

どから電機業界の業況について説明する。 

・電子部品と半導体関係は、自動車やITなどの成長分野に加えて、リモート

ワークの普及によって成長が継続しているものの、半導体不足や輸送費の

高騰が懸念材料としてある。 

・家電商品は、空気清浄機など大型家電が引き続き好調であるものの、都市

部の店舗での時間短縮、巣ごもり需要の反動減や、半導体不足によるマイ

コンなどの調達が見通せない。 

・電機産業は、裾野が広く、さまざまな物を作っており、業績はまだらで、

一言で語るのは難しい側面がある。 

・新型コロナウイルス感染症のまん延下においては、業況を天気で申し上げ

ると、晴れ又は曇りの状況である。 

・今年度の特定最低賃金の審議に当たっては、優秀な人材を確保する観点か

ら一定の引き上げは必要。その水準については、影響率あるいはＣランク

の他県の動向も確認しながら、労使双方が合意できる適正な金額を導き出

していきたい。 

との主張がされた。 

（５）事務局から、今後の審議日程について説明を行った。 

 

 

注）電気専門部会の正式名称は、「山口地方最低賃金審議会 山口県電子部品・

デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金専門

部会」である。 

 










































































































































